
  

科学から観る日本社会と教育の原点        
 ～福島原発震災 2011（SDP7）矛盾容認社会とグローバル化  

加部 隆史 （NPO 安全工学研究所） 
 
 

1. はじめに 
 福島原発震災は、リスクの過小評価から INES レ

ベル 7 の過酷事故は「現実として日本では、工学的

に起こり得ない」とされていた。その思い込みが、 
今回の大事故につながり、各方面へ多大な影響を及

ぼしている。阪神大震災の前にアメリカ西海岸で起

きた地震により高速道路が崩れ落ちた時、日本は耐

震設計してあるから大丈夫と言われたが、現実は事

なった。歴史に残る福島大震災の苦い教訓から、日

本の未来を考えるとき、日本の行動規範についても、

考察が必要となる。 
2。 日本社会の特質 
敗戦直後の 1946 年 5 月 15 日に文部省から発表さ

れた「新教育指針」第１分冊での記述を以下に引用

する； 
はしがき：本書は新しい日本の教育が、何を目あて

とし、どのような点に重きをおき、それをどういふ

方法で実行すべきかについて、教育者の手びきとす

るためにつくつたものである。すなはち第一部前ぺ

んでは、新日本建設のために何が必要であるかを論

じ、それとの結びつきにおいて新教育の目あてとす

べきことがらを述べ、後へんでは、それにもとづい

て、これからの教育がとくに力をそそぐべき重点を

あげて説明した。第二部はこれらの目あてや重点を、

学校教育の実際において、どんな仕方で実現すべき

かを説いたものである。いひかへれば、第一部は新

教育の理論を述べ、第二部はその実際を取り扱つた

ものといつてもよいであらう。国民の再教育によつ

て、新しい日本を、民主的な、平和的な、文化国家

として建てなほすことは、日本の教育者自身が進ん

ではたすべきつとめである。 
第一章 序論-日本の現状と国民の反省 
（一）日本はまだ十分に新しくなりきれず、旧いも

のがのこつている。 
明治維新以来の日本は、西洋文化を急いで取りいれ、

それによって近代化した。けれどもそれは主として

西洋文化の物質方面、もしくは外がわの形を学んだ

のであつて、その根本の精神、またはその中にある

実質はまだ十分に取りいれてゐないのである。例へ

ば汽車や汽船や電気器具を使ふことは学んでも、そ

れらをつくりだしたところの科学的精神そのものは、

まだ十分に発展させてゐない。憲法政治や議会制度

の形式を取りいれても、それらの実質すなはち人の

権利を尊重することや自由な意志による政治といふ 

 
ことは、まだ十分に実現されてをらない。 
（二）日本国民は人間性、人格、個性を十分に尊重

しない。 
（三）日本国民は、ひはん的精神にとぼしく権威に

まう従しやすい。 
（四）日本国民は合理的精神にとぼしく科学的水準

が低い。 
。。。。ひはん的精神に欠け、権威にまう従しやすい国

民にあつては、物事を道理に合せて考へる力、すな

はち合理精神がとぼしく、したがつて科学的なはた

らきが弱い。 
（五）日本国民はひとりよがりで、おほらかな態度

が少い。 
。。。。かうしたひとりよがりの態度は、やがて日本国

民全体としての不当な優越感ともなつた。。。。。日本

国民はかうした態度のためにかへつて世界の同情を

失ひ、国際的にひとりぼつちになつた。これが戦争

の原因でもあり敗戦の原因でもあつたのである。 
第六章 結論―平和的文化国家の建設と教育者の使

命 
- 人間のほんとうの願ひは何であるかでは、平和へ

の願い及び文化への願いがあげられ、その為に平和

国家・文化国家をめざすべきとしている。 
ここでは権利意識の薄さと科学を飛ばして技

術・技能へと集中した日本の実態が描写されている。

この状況は、半世紀以上経過した現在でも殆ど変化

が見られない。当時の課題であった平和国家はこれ

まで達成されているが、文化国家については、甚だ

疑問が残る。すなわち、文化国家の基となる目に見

えない教育の原点が正しく定着していないという事

になる。基が不確かな為に、そこから社会への演繹

に障害が生じ、表面的・外形的な導入にとどまり、

それ以上先へ進めなくなっていると思われる。 
 政治学者・社会学者である丸山真男は、日本の思

想で、日本人の責任感につき戦前戦中の日本は無責

任体制。日本人は集団では強いが個人では弱く責任

をとろうとしない。日本人にはヨーロッパ人のよう

な自我が無いため、責任をどこかに転嫁してしまう、

と表現している。 
イギリスの労働安全行政改革のきっかけとなっ

たローベンス報告の骨格である自主管理(enabling 
act)。を国内で実践しようとしても、これまで(自我

に基づく)民主体の動きが育成されてきていない為

に、制度を移行しただけでは実際に機能するには至



  

らない。 
日本人の法意識として法学者の川島武宜が指摘す

るように権利の概念が欠けるという特質が有る。法

とは、語源として英語の justice(正義)或いは独語の

Recht（権利）があるが、日本の場合には、法とは上

からの取締法、実定法の法解釈という事に主眼が置

かれており、国際条約、国際機関、国際規格等の源

である正義或いは権利から出発していない。欧米の

市民社会では権利は闘いにより、尊い多くの命が犠

牲となった代償として獲得したものであるが、日本

の場合権利は上から与えられたもので、そこに根本

的な意識の差異が存在している。 
 又、工学者の市川惇信は、＜科学から観る日本社

会、RISTEX レポートNo.3,2007＞において、日本は

閉鎖的、タテ型のウチ社会で一神教が社会に浸透し

なかった極めて稀な社会で、日本社会の歴史は、外

来の諸制度を柔軟に受容しながら社会全体として決

して受容しなかった、日本社会は矛盾世界観をもち

矛盾の存在を容認する社会であり、矛盾容認社会で

は、社会全体に適用されるべき普遍手的な行動規範

の体系は存在しない、そして普遍規範に対して個人

として向き合い責任を負うという形にならない、と

している（図 4-9 参照）。個人の意識は、キリスト教

が広まる家庭で、教会に罪を告発する義務が生じ、

一人ひとりが神と向き合う事を余儀なくされた結果

として生まれた。更に、日本は外来の文化文明を効

用に基づいて受容する。日本社会は、外来の文化文

明をそのイデオロギーを抜き去って取り入れ、その

基礎となっている普遍規範を拒否し、表面的な形だ

けを受容する、と記述している。すなわち、矛盾の

存在を容認する日本社会において近代科学は発生し

ないという事である。そして法の解釈で合理的精神

から不可解なものでも矛盾社会として難なく許容す

るという事を示している。これらは普遍的な行動規

範がキリスト教で 20 世紀以上、イスラム教で 16 世

紀以上継承されてきた事と対照的である。 

 市川は、グローバル化の中で規制の強い国は敬遠

され、日本は外圧により国（規制緩和）、企業（年功

序列・終身雇用の解体）、家族（しつけの崩壊）が解

放されてきているが、日本の現在の行動規範に関す

る書が無い事、つまり教育の原点が無い事を指摘し

ている。 
そして、ウチ社会の欠点は多々あるものの、これ

までの日本の近代化の成功を鑑み、普遍的な体系と

いう欧米の行動規範が、そのまま日本では受容され

ない事から、経験的審判社会を提案している（図 6-1
参照）。それが、果たしてそして如何にして達成可能

であるかは、これからの課題となる。 
３. 日本社会のこれから 
 機械類の安全規格体系である ISOや IECに日本の

ものづくりの知恵は殆ど反映されていない。ビジネ

ス上は、生き残る為に国際規格対応が必要だが、こ

こでも日本は表面的に規格を採用しているに過ぎな

い。ものづくりの知恵をどう発信するかが問われる。 
3.1 システムズ・シンキングとホメオスタシス 
 日本家屋或いは庭園は、自然との共生であり、自

然は野蛮な為克服しなければならないとして、自然

の解明から科学の法則を生み出し、あらゆるものを

人工物としようとした欧州の行動様式とは対照をな

している。江戸時代には江戸は循環社会となってい

た。日本人は、伝統的に自然と共生してきた。 
 以下、駆け足で科学技術を支える世界観の変遷を

鳥瞰してみたい。西洋合理主義の基となったデカル

トの心身二分論・要素還元論・機械論による機械文

明での分析・実験・実証手法をニュートンが物理学

を数学により記述し、これにより物理学は学問とし

て発展し、自然科学分野で科学と言われる一般手法

として定着している。ところが、20 世紀に入り量子

力学や相対性理論の登場により、古典力学のみでは

解決できない問題が明らかになり、複雑系・カオス

理論・ガイア理論等が登場した。生物学や医学等は

従来の要素還元論では解決できない要素を多々含ん

でおり、生物学者の L.v.ベランタランフィは、1960
年代に要素還元主義と対峙する一般システム理論を



  

提示し、システムズ・エンジニアリングの基礎理論

を構築した。これは別名、ホーリズムと呼ばれてい

る。 
システムダイナミックスの手法に基づき 1968 年

にローマクラブが出版した＜成長の限界＞の基とな

る基礎データーがシュミレートされた。 
経営学者 P.センゲの学習する組織ではシステム

ズ・シンキングが前提となっている。自己実現の為

のメンタルモデル・共有ビジョン・チーム学習等は、

日本の QC サークル等で実践されてきた事を、シス

テム思考で包括しているにすぎない。日本が育てた

TQM→Six Σ、かんばんシステム→Supply Chain 
Management 等のアメリカからのブーメラン現象と

同じである。 
システムズ・シンキングは、SDP3 で記述した通

り、1960 年代アメリカの国防省の管理体系として導

入され、安全についても System Safety の体系が整え

られた。 
物理学者の F.カプラは、＜ターニング・ポイント

＞にて、要素還元主義の限界から、東洋的な思想、

とりわけ道教による図A にみるホメオスタシス、中

道の世界観の配慮が必要であるとしている。これら

の考えは、その後の環境保護運動へとつながってい

った。 
これは、近代医学にとってかわられた中国医学の

世界観と共通するところがあり、その宇宙観は、人

が四季折々の変化に対し、外界への自己防衛機能を

内部の気により働かせ、その生命リズムを保持して

いる事と似ている。道教の陰陽説（図B 参照）と相

通じる。 
 
 
 
 
 
 
 
              
図A:ホメオスタシス       図B:陰陽図 
  
同様に、これらは図C が示す制御の世界で、機械

が様々な外乱とエネルギーを外部から取込み、内部

でその加工と自己最適化を図り、適正な値を外部へ

放出するプロセスと基本的に同じである。その工程

が如何に複雑で緻密な作業を伴うかは機械設計者は

すぐ理解できるが、これは人や生物の能力を自動化

へ置換える作業の困難さと同じであろう。 
自然界のホメオスタシスを達成するとなると、あ

くまで基本的に自然の摂理に身を委ね、例えば人の 
制御能力を超える原子力発電は、ホメオスタシスを 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
図C: 機械制御の IN-LOGIC-OUT のフロー 

 
はるかに超越した部類に属する。超自然の人工物で

溢れ、ホメオスタシスを忘却してしまった都市化文

明は、他方において人が安心する何かをも飲み込ん

でしまっている。内においては、資本主義がもたら

す疎外感(Entfremdung)をもたらし、様々な社会問題

が引き起こされている。 
 これらの世界観は、アリストテレスの目的論から

科学の基となった要素還元論、そしてその限界から

資本論による社会主義、或いはそれに対抗する為の

社会福祉国家等が誕生した。そしてシステムズ・シ

ンキング、更には複雑系・カオスの世界で現在次の

世界観が定まらない状況に陥ったとも言える。 
近代科学の出来たものを導入した日本は、長らく

ノーベル科学賞の受賞者を輩出しなかったが、湯川

英樹や朝永信一郎らは、量子論というこれまでの要

素還元主義で解決できない分野において、その功績

を世界へ示した。東洋的な中道の思考形態がこれに

寄与した可能性が充分に伺える。物理学者E.シュレ

ディンガーも＜生命とは何か＞において、負のエン

トロピー論を展開した。 
3.2 システムズ・シンキングと日本 
 日本では、これら有史以来の世界観の転換は余り

興味の対象とならずに、1960 年代には世界の公害大

国となった。しかしながら、これを見事に技術と努

力により克服した。 
 1970 年代の二度にわたる石油危機で世界経済が

大打撃を受けた際にも、日本は二度共それらを克服

し、黄金の 1980 年代の成長をものにし、世界から驚

嘆と称賛の目が向けられた。 
 1990 年代初めのバブル崩壊とともに、それまで日

本が継続的に繰返してきた社会制度及び技術分野で

のイノベーションに陰りが出てきて、21 世紀に入り

日本は様々な分野でその国際的立場から失墜してい

る。原点の内部を切り捨て、外形のみ取り入れた為

演繹が機能していない。矛盾否定社会から観れば、

それでもこれだけの経済的成果を急速にもたらした

事は、驚嘆の対象であるが、複雑性同様その解はす

ぐに得る事は困難である。 
 同時に、これらは資本主義の行き詰まりから、ポ

スト資本主義の議論が展開されているのと並走して

いる。情報通信産業の急速な進歩と相まり工業化社 



  

市川惇信、科学から観る日本社会、RISTEX科学技術レポートNo.3 ,2007年12月

矛盾否定社会と行動規範 矛盾容認社会（ウチ社会）と行動規範 文明の受容
　普遍的行動規範体系 　　　みせかけの民主主義 　外来文明のウチを通しての受容
　1．唯一絶対神の意思 　　　普遍性・合理性を排除 　外国諸制度の日本化での採用
　2．戒律書の行動規範が無矛盾 　ローカルで小集団 　外来制度の寿命は2世代50年
　３．経験知による社会維持 　暗黙の法＝社会全体のウチ規範 近代科学の受容

　憲法や基本法が改正できない 　　近代科学が発生しない
　正義に代わるウチへの信頼 　役にたつ科学は定着した
　正義に代わる利益のバランス（例、和解） 　研究開発が改善指向

　審判原理社会 審判規範 　ウチ社会での契約（要点のみ） 　学会の数が多すぎる
　　普遍規範に従い審理裁定、キリスト教 　研究者がたこ壺に籠る
　　法は無矛盾の普遍規範体系 　人文学や社会学が体系化されねい
　　欧米・合理主義

ウチ社会の性質： ウチにもたらす利益の確保
国の解放 規制緩和 ・対立回避 ・秘密の発生 ・人の社会的未熟（仲良く、話し合いで）
企業の解放 年功序列、 ・メンバーの効用拡大指向 ・集団が未熟な人を歓迎する

終身雇用 ・多くのウチ規範 ・本音と建前 ・派閥の発生
家庭の解放 しつけの断絶 ・規範の異なるウチの存在許容 ・公共が発生しない

・より内側のウチ規範を優先 ・宗教が行動規範を与えない（教義＜行事）
・ウチは閉じている ・秘密の発生 ・ウチ社会でない外国で緊張する

　戒律原理社会 戒律規範 ・ウチからの排除は社会からの排除 ・個人・集団・社会が変わる
　　ユダヤ教、イスラム教 　　　　外圧 ・ウチ規範は変化する ・社会全体が変わる ・外圧が有効
　　イデオロギー、例、共産主義 ・人間主義 ・不満を平等化する社会

・個が無い集団志向 ・戦略的決定ができない
・人は集団のメンバーとして認知 ・意思決定の責任者が不在となる

　戦争は正義！ ⇒ グローバル化時代には不利な性質 　　EU統合例

日本： 江戸時代の行動規範 明治～第二次世界大戦 これから
　日本は近代化を成功させ、経済大国となったが

　天皇支配、和魂洋才 　先進校に追いつけ追い越せの目標達成後、
　ウチ社会の為、戦略決定ができずにいる。

第二次大戦後 　日本に行動規範を示した書がない
　健全な社会は、法や規則のように明示されたと、

　和魂米才　-　和魂欧才 　倫理の様な暗黙的な行動規範が必要。
　　　　バブル崩壊で自信喪失 　ウチ規範を成文化し審判規範とする
　　　　最近は、脱日入亜（産業界） 　グローバル化による外圧

　行動規範が無い為、右往左往 　日本で宗教やイデオロギーは無理
　普遍的な経験審判社会の構築可能性

朱子学

武士道

勤勉・清貧

多

文

化

世

界

を

統

合

す

る

シ

ス

テ

ム

モ

デ

ル

行動規範の相違で、

文明の衝突が起こる

行動規範の相違で、

文明の衝突が起こる 行動規範の相違で、

文明の衝突が起こる

にで、

文明の衝突が起こる

行動規範の相違で、

文明の衝突が起こる

行動規範の宗教

で、

文明の衝突が起こる

 
 

 
 
 

 
 
会から知識社会への転換が進行しているが、ここで

は尚更システムズ・シンキングにより、全体を俯瞰

する事が要求されてくる。 
 この現象は、日本のとりわけ近代化において、外

国からの受容を繰返し、成功を収めはしたが、その

受容対象の背景・思想・倫理等は捨て去り、日本独

自にこだわったウチ社会の限界が示されていると考

えられる。そして、外側は日本独自となったが、内

側の行動規範が欠落している為に、日本国内では成

功したが、グローバル社会の加速化の現象に追従で

きずに、迷路に入り込んでしまっている。 
 日本学術会議でも、古典物理学と数学を基盤とし

た自然科学系を認識科学とし、それだけで現代の複

雑化した問題は解決できない為に、新たに人文・社

会学並びに生命科学を配慮にした設計科学を提唱し、

文理融合・横断的科学・俯瞰工学としての「新しい

学術の体系-社会の為の学術と文理の融合」を提唱し、 
サービス工学を含め人工物設計に係わるいくつかの

新たな提案をしてきている。しかしながら、これま

で普遍的な世界観を変える影響を与える様な理論は 
未だ提唱されていない。 
3.3 教育の基となる行動規範 
 市川が提案する＜多文化統合原理＞の様に、矛盾

容認社会での成功体験を基に、それが形式化され内

部規範原理として行動規範に繋がれば、日本とグロ 

 
 
 
 

 
ーバル社会の溝がかなり埋まる可能性が、理論的に

は存在するであろう。その際、恐らくホメオスタシ 
スの達成保持を、日本が得意とする共生思想に求め、

それによる社会福祉の達成が可能であるならば、日

本人としてこれに違和感を抱く事は恐らくないであ

ろう。 
 すなわち、その新たな行動規範の基をいまの時代

の教育指針(又は倫理)として定める事が求められる。 
 その原点から演繹されるべき行動指針は、例えば

SDP6 で議論した様な再生可能エネルギーの導入で、

これは日本の風土・世界観・技術力等を有効に活用

することが可能であり、東北地方のみらいあるイノ

ベーティブな復興を実現するものとしても、充分に

熟慮の対象となりえると考える。 
 最大の課題としては、この重要な事項についての、

国家レベルでの議論と取りまとめ、そしてそれを実

行する為の政策と資金をどうするかである。しかし 
ながら、SDP6 で見たドイツの例などは既に、実現 
化へ向かっている事柄であり、決して妄想世界では 
無い事を示している。 
 
４．まとめ 
 これからの日本の行動規範をどうするか？ 
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